
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「場所」大田市大田町大田イ 128番地 

０８５４－８３－７７６６ 又は ８４－０３２６ 

FAX ０８５４－８３－７７６７ 

※ 開所時間：月曜日～金曜日：8時 30分 ～ 17時１５分 

地域包括支援センターの主な役割 

権利擁護、高齢者虐待の 

早期発見・防止 

高齢者の人権や財産を守る権利擁護 

事業、虐待の早期発見・防止を進め、 

成年後見制度の紹介等を行います。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント 

 

地域の様々なサービスの連携強化や、 

ケアマネジャーの後方支援を行うこと

により、住みやすい地域づくりに取り

組みます。 

介護予防ケアマネジメント 

 

要支援の認定を受けられた方などの 

予防ケアプランの作成、サービス調

整、評価などを行います。 

 

総合相談支援 

 

高齢者の方の介護や福祉に関する相談

を受け、情報提供や関係機関と連携を

とるなどの支援を行います。 

 

地域で暮らす高齢者のみなさんの、介護や福祉に関する相談をお受けします。 
まずは、下記へお電話ください！職員がご自宅に訪問し、ご相談に応じます。 

（高齢者虐待に関する連絡・相談にも対応いたします。） 

大田市民センター ２階 

R6.4 

（土・日・祝・年末年始で急用の場合は 080-8444-3396 )へ 

「お問い合わせ先」 

※案内図は裏面にあります。 

社会福祉法人 大田市社会福祉協議会 



 

大田市地域包括支援センター 

（大田市民センター2階） 

 
※大田市民センターは、 

大田市民会館に隣接する建物です。 


